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吉岡町地域防災計画(一般災害対策編)新旧対照表 ※頁は修正後の該当頁を記載 

 頁 修正前 修正後

  
 
 
 
 
 
４

第１章　総則 
第３節　防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
（略） 
３　指定地方行政機関 

第１章　総則 
第３節　防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
(略) 
３　指定地方行政機関 

 ６ 

 

 

 

 

７

６　指定公共機関 

 

６　指定公共機関　 

 機　関　名 処理すべき事務又は業務の大綱

 
関東管区警察局

(略)

 

関東総合通信局

(略) 
 
３　災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動 

電源車等の貸し出しに関すること。 
 
 
(略)

 関東財務局 
前橋財務事務所

(略)

 機　関　名 処理すべき事務又は業務の大綱

 
関東管区警察局

(略)

 

関東総合通信局

(略) 
 
３　災害対策用移動通信機器、臨時災害放送局用 

設備及び災害対策用移動電源車等の貸し出しに 
関すること。 

 
(略)

 関東財務局 
前橋財務事務所

(略)

 機　関　名 処理すべき事務又は業務の大綱

 
(略) (略)

 東日本電信電話
(株)（群馬支店）

(略)

 (略) (略)

 独立行政法人 
水資源機構

(略)

 機　関　名 処理すべき事務又は業務の大綱

 
(略)

(略) 

 ＮＴＴ東日本(株)
（群馬支店）

(略)

 (略) (略)

 独立行政法人 
水資源機構

(略)
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 頁 修正前 修正後

 

  

12

第２章　災害予防計画 
第２節　土砂災害対策 
(略) 
２　警戒避難体制の強化 

　　(略) 

（２）(略) 
（３）土砂災害対策事業の促進 
　　　県は、透過型砂防堰堤の整備の情報を提供し、事業の促進を図る。

第２章　災害予防計画 
第２節　土砂災害対策 
(略) 
２　警戒避難体制の強化 
　　(略) 
（２）(略) 
（削除）

 15 第４節　避難場所・指定避難所・避難路の整備 
 

(略) 

第４節　避難場所・指定避難所・避難路の整備 
 

(略) 

 機　関　名 処理すべき事務又は業務の大綱

 国立研究開発法人 
量子化学技術研究
開発機構 
（高崎量子応用研
究所）

(略)

 (略) (略)

 機　関　名 処理すべき事務又は業務の大綱

 国立研究開発法人 
量子化学技術研究
開発機構 
（高崎量子技術基
盤研究所）

(略)

 (略) (略)

 
町担当課

健康福祉課（福祉室・介護高齢室・健康づくり室・子育て支援

室）、建設課（都市建設室・用地管理室）、教育委員会事務局

（教育総務室・生涯学習室）、住民課（住民環境室）、企画財

政課（財政室）、総務課（協働安全室）

 (略) (略)

 
町担当課

健康福祉課（福祉室・介護高齢室・健康づくり室・子育て支援

室）、建設課（都市建設室・用地管理室）、教育委員会事務局

（教育総務室・生涯学習室）、企画財政課（財政室）、総務課

（協働安全室）

 (略) (略)
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 頁 修正前 修正後

 ２　避難路等の整備 

　町は、避難に要する時間の短縮、避難路の有効幅員の拡大、避難路の安全性

の向上等を目的として、避難路となる幹線の都市計画道路をはじめとする町道

等の整備に努める。また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成

する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指

定して道路の占用の禁止又は制限を行う。 

　(追加)

２　避難路等の整備 

　町は、避難路となる道路の整備等において、避難に要する時間の短縮、有効

幅員の拡大、安全性の向上等を目的として、避難路となる幹線の都市計画道路

をはじめとする町道等の整備に努める。また、避難路、緊急輸送道路など防災

上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要

に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行う。 

　さらに、道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水施設の補修等を推進

する。また、河川に隣接する道路の流失により、被災地の孤立が長期化しない

よう、洗掘防止等の対策を推進する。

 
16 第５節　建築物の安全性の確保 

(略) 
５　盛土による災害防止 
　町及び県は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認さ

れた盛土について、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行う。

また、県は、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、町において地域

防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助

言や支援を行う。 

第５節　建築物の安全性の確保 
(略) 
５　盛土による災害防止 
　町及び県は、盛土による災害防止に向けた総点検や宅地造成及び特定盛土等

規制法の規定に基づく既存盛土等調査を踏まえ、危険が確認された盛土等につ

いて、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速やかに監督処

分や改善命令など、盛土等に伴う災害を防止するために必要な措置を行う。ま

た、県は、当該盛土等について、対策が完了するまでの間に、町において地域

防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助

言や支援を行う。 
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 頁 修正前 修正後

 18 
 
 
 
 
 

20

第７節　避難誘導体制の整備 
 

(略) 
６　要配慮者への配慮 
（１）(略) 
（２）(略) 
（追加） 
 
 
 
 
（３）(略) 
（４）(略)

第７節　避難誘導体制の整備 
 

(略) 
６　要配慮者への配慮 
（１）(略) 
（２）(略) 
（３）町は、外国人に対して、防災・気象情報が確実に伝達できるよう、多言 

語化等の環境の整備に努める。また、住民登録時等を活用した防災情報の 
情報発信ツールの在留外国人への周知や、防災情報の伝達が困難な外国人 
に対する取組の推進など、災害発生時における外国人の避難支援等が適切 
に行われるよう努める。 

（４）(略) 
（５）(略)

 
町担当課

住民課（保険室・住民環境室）、健康福祉課（福祉室・介護高

齢室）、建設課（都市建設室）、教育委員会事務局（学校教育

室）

 (略) (略)

 
町担当課

健康福祉課（福祉室・介護高齢室・子育て支援室）、教育委員

会事務局（学校教育室）、総務課（協働安全室）

 (略) (略)
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 頁   修正前 修正後

  
 
 

21

第８節　災害危険区域の災害予防 
(略) 
１　災害危険区域の種類　 

第８節　災害危険区域の災害予防 
(略) 
１　災害危険区域の種類 

  

 

23

第９節　情報の収集・連絡体制の整備 
(略) 
４　多様な情報の収集体制の整備 
（１）町、その他防災関係機関は、多様な災害関連情報を迅速に収集できるよ 

う、電話やＦＡＸによる情報収集手段のほかに防災行政無線、インターネ 
ット等による情報収集体制を整備する。 

（２）(略) 
（３）町、県、その他防災関係期間は、情報の共有化を図るため、各機関が横 

断的に共有すべき防災情報を、共通のシステム（総合防災情報システム及 
びＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワーク：Shared Information  
Platform for Disaster Management））に集約できるよう努める。 

(略)

第９節　情報の収集・連絡体制の整備 
(略) 
４　多様な情報の収集体制の整備 
（１）町、その他防災関係機関は、多様な災害関連情報を迅速に収集できるよ 

う、電話やＦＡＸによる情報収集手段のほかに防災行政無線、インターネ 
ット、消防庁映像共有システム等による情報収集体制を整備する。 

（２）(略) 
（３）町、県、その他防災関係期間は、情報の共有化を図るため、各機関が横 

断的に共有すべき防災情報を、共通のシステム（群馬県総合防災情報シス 
テム及び内閣府総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ））に集約でき 
るよう努める。 

(略) 

 (１)土木関係 (２)治山関係 (３)農地関係

 ア　重要水防箇所 

イ　浸水想定区域 

ウ　土石流危険渓流 

エ　急傾斜地崩壊危険箇所 

オ　地すべり危険箇所 

カ　土砂災害警戒区域 

キ　土砂災害特別警戒区域 

ク　雪崩危険箇所

(略) 

 

(略)

 (１)土木関係 (２)治山関係 (３)農地関係

 ア　重要水防箇所 

イ　浸水想定区域 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

ウ　土砂災害警戒区域 

エ　土砂災害特別警戒区域 

オ　雪崩危険箇所

(略) 

 

(略)
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 頁 修正前 修正後

  

 

24

第 10 節　通信手段の確保 
(略) 
２　災害時優先電話の指定 
　　町、その他防災関係機関は、災害時における関係機関相互の連絡が迅速か 
　つ確実に行えるよう、災害時に使用する電話、携帯電話について、あらかじ 
　め東日本電信電話株式会社群馬支店及び株式会社ＮＴＴドコモ群馬支店等の 

電気通信事業者から「災害時優先電話」の指定を受けておく。 
３　代替通信手段の確保 

町、その他防災関係機関は、災害による一般電話回線の途絶又は輻輳によ 
り通信が困難となった場合に備え、代替通信手段の確保に努める。(追加) 

 
 
(略)

第 10 節　通信手段の確保 
(略) 
２　災害時優先電話の指定 
　　町、その他防災関係機関は、災害時における関係機関相互の連絡が迅速か 
　つ確実に行えるよう、災害時に使用する電話、携帯電話について、あらかじ 
　めＮＴＴ東日本株式会社群馬支店及び株式会社ＮＴＴドコモ群馬支店等の電 
　気通信事業者から「災害時優先電話」の指定を受けておく。 
３　代替通信手段の確保 
　　町、その他防災関係機関は、災害による一般電話回線の途絶又は輻輳によ 
り通信が困難となった場合に備え、代替通信手段の確保に努める。また、通 
信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等が活動する場面を想定し、衛星 
通信を活用したインターネット機器の整備、活用に努める。 

(略)

 25 第 11 節　職員の応急活動体制の整備 
(略) 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に災害応急対策を円滑

に推進するためには、災害応急対策に従事する職員の参集基準、連絡手段及び

参集方法をあらかじめ定めておくとともに、応急活動の内容を職員に周知徹底

させておくことが必要である。 

なお、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等

の感染症対策の徹底など、感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する

必要がある。 
(略)

第 11 節　職員の応急活動体制の整備 
(略) 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に災害応急対策を円滑

に推進するためには、災害応急対策に従事する職員の参集基準、連絡手段及び

参集方法をあらかじめ定めておくとともに、応急活動の内容を職員に周知徹底

させておくことが必要である。 

なお、新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる

職員等の感染症対策の徹底など、感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推

進する必要がある。 
(略)

 26 第 12 節　防災関係機関の連携体制の整備 
(略) 

１　町における受援・応援体制の整備 
(略)

第 12 節　防災関係機関の連携体制の整備 
(略) 

１　町における受援・応援体制の整備 
(略)
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 頁 修正前 修正後

 （３）町は、受援計画を定めるよう努め、また、受援に関する庁内全体及び各 
業務担当部署における受援担当者の選定や連絡・要請方法の確認、会議室 
のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペース 
の適切な空間の確保への配慮や応援部隊の活動拠点の確保を図り、訓練を 
実施するなど、日頃から実効性の確保に留意し、災害時において協力を得 
られる体制の整備に努める。(追加) 

 
 
 
 
(略)

（３）町は、受援計画を定めるよう努め、また、受援に関する庁内全体及び各 
業務担当部署における受援担当者の選定や連絡・要請方法の確認、会議室 
のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペース 
の適切な空間の確保への配慮や応援部隊の活動拠点の確保を図り、訓練を 
実施するなど、日頃から実効性の確保に留意し、災害時において協力を得 
られる体制の整備に努める。その際、感染症対策のため、適切な空間の確 
保に配慮するものとする。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難とな 
る場合も想定して、応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共 
施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所 
として活用可能な施設等のリスト化に努める。 

(略)

  
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28

３　建築業団体等との連携体制の整備 

　(略) 

（追加） 
 
 
 
４　(略) 
　(略) 
５　(略) 
　(略) 
６　(略) 

(略) 
資料 38　(略) 

（追加） 

 

（追加） 

３　建築業団体等との連携体制の整備 

　(略) 

４　郵便局との連携体制の整備 

　町及び県は、あまねく県内に拠点が存在し、かつ各世帯・各事業所まで配達

するネットワークを有するなどの強みを持つ、郵便局と連携した取組の推進に

努める。 

５　(略) 

(略) 

６　(略) 

(略) 

７　(略) 

(略) 
資料 38　(略) 

資料 39　災害時における応急対策業務に関する協定（町内建設・土木・造園事 

業者） 

資料 40　災害時における水道施設の応急復旧に関する協定（町内水道事業者）
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 頁 修正前 修正後

 （追加） 

 

（追加） 

 

資料 41　災害時における相互協力に関する基本協定（東日本電信電話株式会社 

群馬支店） 

資料 42　(略) 

資料 43　(略) 

資料 44　(略) 

資料 45　(略) 
資料 46　(略) 

資料 47　(略) 
資料 48　(略) 

資料 49　(略) 

（追加） 

（追加） 

 

（追加）

資料 41　災害時におけるし尿の収集運搬に関する協定（有限会社北群馬衛生 

社） 

資料 42　災害時における家庭系一般廃棄物の収集運搬に関する協定（吉岡町一

般廃棄物事業協同組合） 

資料 45　災害時における相互協力に関する基本協定（ＮＴＴ東日本株式会社群 

馬支店） 

資料 46　(略) 

資料 47　(略) 

資料 48　(略) 

資料 49　(略) 

資料 50　(略) 

資料 51　(略) 

資料 52　(略) 

資料 53　(略) 

資料 54　災害時における復旧支援協力に関する協定 

資料 55　災害時における福祉避難所の指定及び設置・運営に関する協定（社会 

福祉法人薫英会） 

資料 56　災害時等における物資供給及び災害支援活動協力に関する協定（株式 
会社ジョイフル本田）

  

 

 

32

第 14 節　救助・救急、保健医療及び消火活動体制の整備 
(略) 
４　消火活動体制の整備 
（３）消防用機会・資機材の整備 
　　　町は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める。

第 14 節　救助・救急、保健医療及び消火活動体制の整備 
(略) 
４　消火活動体制の整備 
（３）消防用機会・資機材の整備 
　　　町は、多様な災害にも対応する消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機 
　　材の整備促進に努める。
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 頁 修正前 修正後

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

第 16 節　避難の受入体制の整備 

２　指定避難所 

（１）指定避難所の指定 

　　ア　町は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイ 

ルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設 

等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るた 

めに必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難 

所の場所、収容人数等について、避難所運営マニュアルの作成、訓練等 

を通じて、住民への周知徹底を図る。この際、住民等への普及に当たっ 

ては、住民等が主体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努 

める。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知するこ 

とも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に 

努める。 

（２）(略) 

（３）(略) 

（４）指定避難所における生活環境の確保 

　　ア　町は、指定避難所となる施設については、あらかじめ、必要な機能を 

整理し、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等 

の施設の整備に努め、備蓄のためのスペースの整備等を進める。 

 

 

　　イ　町は、指定避難所において貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールト 

イレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話の通 

信機器等のほか、空調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設 

備の整備に努めるとともに、避難者による災害情報の入手に資するテレ 

ビ、ラジオ等の機器の整備を図る。

第 16 節　避難の受入体制の整備 

２　指定避難所 

（１）指定避難所の指定 

　　ア　町は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症対策等を 

踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を 

得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をあら 

かじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の 

受入れ方法等について、避難所運営マニュアルの作成、訓練等を通じ 

て、住民への周知徹底を図る。この際、住民等への普及に当たっては、 

住民等が主体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努める。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想 

定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努め 

る。 

（２）(略) 

（３）(略) 

（４）指定避難所における生活環境の確保 

　　ア　町は、指定避難所となる施設については、良好な生活環境を確保する 

ために、あらかじめ、必要な機能を整理し、避難所内の空間配置図、レ 

イアウト図などの施設の利用計画を作成するよう努める。また、必要に 

応じ、換気、照明等の施設の整備に努め、備蓄のためのスペースの整備 

等を進める。 

　　イ　町は、指定避難所において貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、 

マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、ガス設備、衛星 

携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の通信機器等のほ 

か、空調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努 

めるとともに、避難者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等 
の機器の整備を図る。
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 頁 修正前 修正後

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37

ウ　(略) 

　　エ　(略) 

　　オ　町及び県は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平 

常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、 

感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当 

部局が連携して、必要な措置を講じるよう努める。 

（５）物資の備蓄 

　　　町は、指定避難所又はその近傍で、食料、水、携帯トイレ、簡易トイ 

レ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティシ 

ョン、炊き出し用具（ＬＰガスやカセットコンロ等の熱源を含む。）、毛 

布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策 

に必要な物資等の備蓄に努める。 

（６）(略) 

（７）(略) 

（追加）

ウ　(略) 

　　エ　(略) 

　　オ　町及び県は、感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウ 

トや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応 

を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講 

じるよう努める。 

（５）物資の備蓄 

　　　町は、指定避難所又はその近傍で、食料、水、携帯トイレ、簡易トイ 

レ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティシ 

ョン、炊き出し用具（ＬＰガスやカセットコンロ等の熱源を含む。）、毛 

布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努める。 

 

（６）(略) 

（７）(略) 
（８）避難所以外の避難者等の支援 
　ア　町は、医療関係者、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情 

に応じて実施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事 

前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先 

順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討 

するよう努める。 
イ　町は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け 

入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応 

じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難所等の支援のための拠 

点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努める。
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 頁 修正前 修正後

 ウ　町は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合 

に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのス 

ペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努め 

る。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中 

泊者避難者の支援に必要な物資の備蓄に努める。

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

第 17 節　食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給体制の整備 

２　調達計画 

　　(略) 

（追加） 

 

 

 

３　物資の調達、輸送等に関する訓練の実施 

　(略) 

４　飲料水の確保 

　(略) 

資料 44　(略) 

（追加）

第 17 節　食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給体制の整備 

２　調達計画 

　　(略) 

３　孤立地域への輸送 

　　町及び県は、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水等 

の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に 

努める。 

４　物資の調達、輸送等に関する訓練の実施 

　(略) 

５　飲料水の確保 

　(略) 

資料 49　(略) 

資料 55　災害時等における物資供給及び災害支援活動協力に関する協定（株式

会社ジョイフル本田）
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 頁 修正前 修正後

 42 第 21 節　防災訓練の実施 

２　個別防災訓練の実施 

（１）(略) 

　　ア　(略) 

　　イ　(略) 

　　ウ　(略) 

　　エ　新型コロナウイルス感染症等の感染症対策に配慮した避難所開設・運 

営訓練 

　　(略) 

（２）(略) 

（３）(略) 

（追加） 

第 21 節　防災訓練の実施 

２　個別防災訓練の実施 

（１）(略) 

ア　(略) 

　　イ　(略) 

　　ウ　(略) 

　　エ　感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練 

　　 

(略) 

（２）(略) 

（３）(略) 

（４）町は、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症 

対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施する。

  

 

46

第 22 節　防災思想の普及 

(略) 

８　男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 

　　(略) 

（追加） 

 

 

９　(略)

第 22 節　防災思想の普及 

(略) 

８　男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 

　　(略) 

９　家庭動物への配慮 

　　町及び県は、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮す 

るよう努める。 

10　(略)
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 頁 修正前 修正後

  
 
 

47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48

第 23 節　住民、事業所等の防災活動の環境整備 

(略) 

１　消防団、水防団、水防協力団体、自主防災組織、自主防犯組織の育成強化 

（１）消防団の育成強化 

　　　町は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の 

施設・装備の充実を図る。また、団員の加入促進等消防団の活性化を推進 

し、その育成を図る。 
 
 

(略) 

（３）自主防災組織の育成強化 

　　　(略) 

　　ア　(略) 

　　イ　(略) 

　　ウ　自主防災組織のリーダーをサポートする人材として、防災の知識・技 

能を持つ防災士の活用が効果的であることから、県は、防災士資格取得 

試験の受験資格が取得できる講座を開催し、計画的に「防災士（ぐんま 

地域防災アドバイザー）」の育成を行う。 

(略) 

２　災害時におけるボランティア活動の環境整備 

　(略) 

　資料 48　(略) 

(略) 

第 23 節　住民、事業所等の防災活動の環境整備 

(略) 

１　消防団、水防団、水防協力団体、自主防災組織、自主防犯組織の育成強化 

（１）消防団の育成強化 

　　　町は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の 

充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施 

設の充実を図る。また、団員の加入促進等に取り組むとともに、地域住民 

と消防団の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持って活動できる環境づ 

くりを進めるよう努める。 

(略) 

（３）自主防災組織の育成強化 

　　　(略) 

　　ア　(略) 

　　イ　(略) 

　　ウ　自主防災組織のリーダーとなる人材として、防災の知識・技能を持つ 

防災士の活用が効果的であることから、県は、防災士資格取得試験の受 

験資格が取得できる講座を開催し、計画的に「防災士（ぐんま地域防災 

アドバイザー）」の育成を行う。 

(略) 

２　災害時におけるボランティア活動の環境整備 

　(略) 

　資料 52　(略) 

(略) 
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 頁 修正前 修正後

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

第 24 節　要配慮者対策 

(略) 

１　避難行動要支援者名簿の作成及び更新 

　(略) 

　資料 53　(略) 

　(略) 

７　要配慮者利用施設管理者との連携 

（１）要配慮者利用施設とは、次表に掲げる施設をいう。 

(略)

第 24 節　要配慮者対策 

(略) 

１　避難行動要支援者名簿の作成及び更新 

　(略) 

　資料 60　(略) 

　(略) 

７　要配慮者利用施設管理者との連携 

（１）要配慮者利用施設とは、次表に掲げる施設をいう。 

(略)

  

67

第３章　災害応急対策計画 

第２節　避難誘導 

 

第３章　災害応急対策計画 

第２節　避難誘導 

 

 

 
施設の種類

 (略)

 
⑨その他 

ア【生活保護法（昭和25年５月４日法律第144条）第38条第２、３、４号に基づ 

く施設】 

救護施設、更生施設、医療保護施設

 イ (略)

 ウ【社会福祉法（昭和26年３月29日法律第45条）第２条第３項第１号に基づく施 

設】 

無料低額宿泊所

 エ (略)

 
施設の種類

 (略)

 
⑨その他 

ア【生活保護法（昭和25年５月４日法律第144条）第38条第２、３、４項に基づ 

く施設】 

救護施設、更生施設、医療保護施設

 イ (略)

 ウ【社会福祉法（昭和26年３月29日法律第45条）第２条第３項第８号に基づく施 

設】 

無料低額宿泊所

 エ (略)

 
町担当課

総務課（協働安全室）、住民課（保険室・住民環境室）、健康

福祉課（福祉室・介護高齢室）、教育委員会事務局（学校教育

室）

 (略) (略)

 
町担当課 総務課（協働安全室）、健康福祉課（福祉室・介護高齢室）

 (略) (略)
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 頁 修正前 修正後

  
71

１　避難指示等 

（３）伝達方法 

　　　避難指示等は、防災行政無線、登録制メール、サイレン、広報車、使 

走、テレビ・ラジオ放送等の伝達手段を複合的に活用し、対象住民に迅速 

かつ的確に伝達する。 
(略)

１　避難指示等 

（３）伝達方法 

　　　避難指示等は、防災行政無線、登録制メール、サイレン、広報車、使 

走、テレビ・ラジオ等の伝達手段を複合的に活用し、対象住民に迅速 

かつ的確に伝達する。 
(略)

 71 資料 50　防災行政無線（固定系）受信放送所設置状況 

資料 51　防災行政無線（移動系）子局設置状況

資料 57　防災行政無線施設（固定系）設置状況 

資料 58　防災行政無線施設（移動系）設置状況

 75 第６節　災害情報の収集・連絡 

(略) 

２　災害情報の連絡 

　資料 52　(略) 

(略)

第６節　災害情報の収集・連絡 
(略) 
２　災害情報の連絡 

　資料 59　(略) 
(略)

 77 第７節　通信手段の確保 

(略) 

２　緊急情報連絡用回線の設定 

　　町及び電気通信事業者は、携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移 

動通信、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ-ＬＴＥ）、業務用移動通信の活用による緊 

急情報連絡用の回線設定に努める。 

３　災害時優先電話の利用 

　　防災関係機関は、災害時の救援、復旧等に必要な重要通信を確保するため 

　に東日本電信電話㈱群馬支店及び㈱ＮＴＴドコモ群馬支店等の電気通信事業 

者であらかじめ登録された災害時優先電話を利用し、通信手段の確保・運用 

を行う。

第７節　通信手段の確保 
(略) 
２　緊急情報連絡用回線の設定 
　　町及び電気通信事業者は、携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移 

動通信、公共安全モバイルシステム、業務用移動通信の活用による緊急情報 
連絡用の回線設定に努める。 

３　災害時優先電話の利用 

　　防災関係機関は、災害時の救援、復旧等に必要な重要通信を確保するため 

　にＮＴＴ東日本㈱群馬支店及び㈱ＮＴＴドコモ群馬支店等の電気通信事業者 

であらかじめ登録された災害時優先電話を利用し、通信手段の確保・運用を 
行う。
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 頁 修正前 修正後

  

82

第９節　災害対策本部の組織 

２　課・室別事務分掌 

第９節　災害対策本部の組織 

２　課・室別事務分掌 
 

総務課 
(災害対策部長
：総務課長)

協働安全室

(略) 
12　自衛隊派遣に関すること。 
13　その他公共的団体への活動依頼に関す 
ること。（所管しているもの） 

14　(略) 
15　(略) 
16　(略) 
17　他市町村や民間企業との物資応援に関 
する協定に関すること。 

18　(略) 
19　他市町村からの応援の受入れに関する 
こと。 

20　(略) 
21　避難誘導に関すること。 
22　(略) 
23　(略) 
24　(略) 
25　(略) 
26　自治会連合会・自主防災組織に関する

こと。 
27　自治会・自主防災組織の支援に関する 

こと。 
28　(略) 
29　(略) 
30　(略) 
31　(略) 
32　その他公共的団体（自治会）の活動支 

援に関すること。 
33　(略) 
34　(略) 
35　(略) 
36　(略)

 

総務課 

(災害対策部長

：総務課長)

協働安全室

(略) 
12　自衛隊派遣要請に関すること。 
（削除） 
 
13　(略) 
14　(略) 
15　(略) 
16　他市町村や民間企業への応援要請に関 

すること。 
17　(略) 
18　応援団体からの応援の受入れに関する 

こと。 
19　(略) 
20　来庁者の避難誘導に関すること。 
21　(略) 
22　(略) 
23　(略) 
24　(略) 
25　自治会・自主防災組織に関すること。 
 
（削除） 
 
26　(略) 
27　(略) 
28　(略) 
29　(略) 
（削除） 
 
30　(略) 
31　(略) 
32　(略) 
33　(略)
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 頁 修正前 修正後

  

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課 
(災害対策部長
：総務課長)

協働安全室

37　広域応援（他自治体との協定）等に関 
すること。 

38　(略) 
39　(略) 
40　(略) 
41　(略) 
42　(略) 
43　(略)

 

人事行政室

(略) 
8　(略) 

（追加） 
 9　(略) 
10　(略)

 

住民課 
(本部員： 
住民課長)

保険室

1　避難所開設に関すること。 
2　避難誘導に関すること。 

（追加） 
 
3　県境を越えた広域避難者の受入れに関 

すること。（主に実施） 
(略)

 

住民環境室

(略) 
（追加） 
（追加） 
6　(略) 
7　(略)

 

総務課 

(災害対策部長：

総務課長)

協働安全室

（削除） 
 
34　(略) 
35　(略) 
36　(略) 
37　(略) 
38　(略) 
39　(略)

 

人事行政室

(略) 
 8　(略) 
 9　来庁者の避難誘導に関すること。 
10　(略) 
11　(略)

 

住民課 
(本部員： 
住民課長)

保険室

1　避難所の開設・運営に関すること。 
2　来庁者の避難誘導に関すること。 

 3　国民健康保険に係る災害に伴う減免措 
置に関すること。 

（削除） 
 
(略)

 

住民環境室

（略） 
6　来庁者の避難誘導に関すること。 
7　死亡届に係る件数報告に関すること。 
8　(略) 
9　(略)
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 頁 修正前 修正後

 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画財政課 
(災害対策副部長 
：企画財政課

長)

企画室

(略) 
6　避難所開設に関すること。 
7　避難誘導に関すること。 

（追加） 
 
8　(略) 
9　(略) 

10　(略) 
11　(略)

 

財政室

(略) 
 3　災害時優先電話の指定に関すること。 
 4　(略) 
 5　(略) 
 6　(略) 
 7　(略) 
 8　(略) 
 9　(略) 
10　(略) 
（追加） 
(略)

 

税務会計課 
（本部員：税
務会計課長）

税務室 
(審査出納

係含む)

1　避難所開設に関すること。 
2　避難誘導に関すること。 

(略) 
7　災害対策に伴う物品購入及び保管に関

すること。 
8　災害義援金等の受入れ及び礼状の発送 
に関すること。 
9　応急対策物資（炊き出し含む）の購入 
出納に関すること｡ 

10　救助物資の保管及び受払いに関するこ 
と。 

11　(略) 
12　(略) 
13　(略) 
14　(略)

 

企画財政課 
(災害対策副部長 
：企画財政課

長)

企画室

(略) 
6　避難所の開設・運営に関すること。 
7　来庁者の避難誘導に関すること。 

 8　災害時における情報機器の確保、運用 
に関すること。 
9　(略) 

10　(略) 
11　(略) 
12　(略)

 

財政室

(略) 
(削除) 
 3　(略) 
 4　(略) 
 5　(略) 
 6　(略) 
 7　(略) 
 8　(略) 
 9　(略) 
10　来庁者の避難誘導に関すること。 
(略)

 

税務会計課 
（本部員：税
務会計課長）

税務室 
(審査出納

係含む)

1　避難所の開設・運営に関すること。 
2　来庁者の避難誘導に関すること。 

(略) 
（削除） 
 
7　災害義援金等の受入れ及び管理に関す 
ること。 

（削除） 
 
（削除） 
 
8　(略) 
9　(略) 

10　(略) 
11　(略)
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 頁 修正前 修正後

 85 

 

 

 

 

 

健康福祉課 
（本部員： 
健康福祉課

長）

福祉室

(略) 
 5　その他公共的団体への活動依頼に関す 

ること。（所管しているもの） 
 
(略) 
 8　日本赤十字社に関すること。 
9　災害弔慰金に関すること。 
 

（追加） 
 
（追加） 
10　(略) 
11　(略) 
12　(略) 
13　ボランティアの受入れ、活動支援、推 

進に関すること。（社会福祉協議会） 
14　(略) 
15　(略)

 

介護高齢室

(略) 
 2　要配慮者支援（避難）に関すること。 
(略) 
 6　救護（施設、物資）に関すること。 
7　町民相談に関すること。 
8  (略) 
9　(略) 

10　(略) 
11　(略) 
12　(略) 
13　(略) 
14　(略) 
15　(略)

 

健康福祉課 
（本部員： 
健康福祉課

長）

福祉室

(略) 
 5　その他公共的団体への活動依頼に関す 

ること。（日本赤十字社、その他社会福 
祉団体） 

(略) 
（削除） 
8　災害弔慰金、見舞金の支給、災害援護 

資金貸付事務に関すること。 
 9　被災社生活再建支援法による支援金事 

務に関すること。 
10　来庁者の避難誘導に関すること。 
11　(略) 
12　(略) 
13　(略) 
14　災害ボランティアセンター（社会福祉 

協議会）との連絡調整に関すること。 
15　(略) 
16　(略)

 

介護高齢室

(略) 
 2　来庁者の避難誘導に関すること。 
(略) 
（削除） 
（削除） 
6  (略) 
7　(略) 
8　(略) 
9　(略) 
10　(略) 
11　(略) 
12　(略) 
13　(略)
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 頁 修正前 修正後

  
86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87

 

健康福祉課 
（本部員： 
健康福祉課

長）

健康づくり

室

(略) 
14　(略) 
（追加） 
15　(略) 
16　(略)

 

子育て支援

室

(略) 
5　(略) 

（追加） 
6　(略) 
7　(略) 
8　(略)

 

産業観光課 
（本部員： 
産業観光課

長）

産業振興室

5　(略) 
（追加） 
 6　(略) 
 7　(略) 
 8　(略) 
 9　(略)

 
農業振興室 
(農業委員

会含む)

(略) 
 4　被災地における交通の確保に関するこ 

と。 
(略)

 

健康福祉課 
（本部員： 
健康福祉課

長）

健康づくり

室

(略) 
14　(略) 
15　来庁者の避難誘導に関すること。 
16　(略) 
17　(略)

 

子育て支援

室

(略) 
 5　(略) 
 6　来庁者の避難誘導に関すること。 
 7　(略) 
8　(略) 
 9　(略)

 

産業観光課 
（本部員： 
産業観光課

長） 

産業振興室

5　(略) 
 6　来庁者の避難誘導に関すること。 
 7　(略) 
 8　(略) 
 9　(略) 
10　(略)

 
農業振興室 
(農業委員

会含む)

(略) 
 4　来庁者の避難誘導に関すること。 
 
(略) 
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 頁 修正前 修正後

  
87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88

 

建設課 
(災害対策副

部長：建設課

長)

都市建設室

(略) 
 8　物資購入配分に関すること。（業務の 

範囲内） 
(略)

 

用地管理室

(略) 
 9　(略) 
（追加） 
10　(略) 
11　(略)

 

上下水道課 
(本部員：上

下水道課長)

上水道室

(略) 
4　飲料水、生活必需品の供給及び応急措 
置に関すること。 
5　関係機関との連絡・調整に関するこ 
と。 

(略) 
（追加） 
7　(略) 

 8　(略) 
9　(略)

 

下水道室

(略) 
4　関係機関との連絡・調整に関するこ 
と。 

(略) 
（追加） 
7　(略) 

 8　(略) 
9　(略) 

10　(略) 
11　(略)

 

建設課 
(災害対策副

部長：建設課

長)

都市建設室

(略) 
 8　来庁者の避難誘導に関すること。 
 
(略)

 

用地管理室

(略) 
 9　(略) 
10　来庁者の避難誘導に関すること。 
11　(略) 
12　(略)

 

上下水道課 
(本部員：上

下水道課長)

上水道室

(略) 
4　飲料水の供給及び応急措置に関するこ 

と。 
5　関係機関及び業者との連絡・調整に関 

すること。 
(略) 
 7　来庁者の避難誘導に関すること。 
8　(略) 
 9　(略) 
10　(略)

 

下水道室

(略) 
4　関係機関及び業者との連絡・調整に関 

すること。 
(略) 
7　来庁者の避難誘導に関すること。 
8　(略) 
 9　(略) 
10　(略) 
11　(略) 
12　(略)
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 頁 修正前 修正後

  
88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89

 

教育委員会 
事務局 

(本部員：教

育委員会事務

局長)

教育総務室

(略) 
8　炊き出しに関すること。 

(略)

 

学校教育室

 4　(略) 
（追加） 
 5　(略) 
6　(略) 

 7　(略) 
 8　(略)

 

生涯学習室

(略) 
7　(略) 

（追加） 
 8　(略) 
9　(略)

 (略) (略) (略)

 
その他機関 消防団

(略) 
(追加) 
(略)

 

教育委員会 
事務局 

(本部員：教

育委員会事務

局長)

教育総務室

(略) 
8　来庁者の避難誘導に関すること。 
(略)

 

学校教育室

4　(略) 
 5　来庁者の避難誘導に関すること。 
 6　(略) 
7　(略) 
 8　(略) 
 9　(略)

 

生涯学習室

(略) 
7　(略) 
8　来庁者の避難誘導に関すること。 
 9　(略) 
10　(略)

 (略) (略) (略)

 
その他機関 消防団

(略) 
10　避難誘導に関すること。 
(略)
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 頁 修正前 修正後

 94 

 

 

 

 

 

 

95

第 12 節　広域応援の要請等 

(略) 

１　町が行う応援の要請 

　(略) 

　資料 47　(略) 

　資料 49　(略) 

(略) 

４　広域的な応援体制 

（１）(略) 

（２）町は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定 

に努める。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応 

援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底す 

るものとする。

第 12 節　広域応援の要請等 

(略) 

１　町が行う応援の要請 

(略) 

　資料 51　(略) 

　資料 53　(略) 

(略) 

４　広域的な応援体制 

（１）(略) 

（２）町は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定 

に努める。また、感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣 

職員の健康管理等を徹底するものとする。

  

 

103

第 15 節　救助・救急活動 

(略) 

７　安否不明者の絞り込み 

　　町は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者について、関係機関の協 

　力を得て積極的に情報収集を行う。 

（追加）

第 15 節　救助・救急活動 

(略) 

７　安否不明者の絞り込み 

　　町及び県は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者について、関係機 

関の協力を得て積極的に情報収集を行う。 

８　被災地外の市町村の役割 

　　町が被災地域外の場合、被災地域の市町村からの要請又は相互応援協定等 

に基づき、救助・救急活動の応援を迅速かつ円滑に実施する。

  
106

第 17 節　交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

 

(略)

第 17 節　交通の確保・緊急予想活動の基本方針 

 

(略)

 
町担当課

総務課（協働安全室）、住民課（保険室・住民環境室）、建設

課（都市建設室）

 (略) (略)

 
町担当課 総務課（協働安全室）、建設課（都市建設室・用地管理室）

 (略) (略)
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 頁 修正前 修正後

 107 

 

 

 

 

 

 

 

108

第 18 節　交通の確保 

(略) 

３　道路啓開等 

（１）道路管理者は、その管理する道路について、道路啓開等を行い、道路機 

能の確保に努める。 

 

(略) 

５　輸送拠点の確保 

（１）(略) 

（２）町は、輸送拠点に災害応急対策に使用する物資、救援物資等を集積し、 

効率的な収集配送が行われるよう、職員を配置して管理に当たらせるとと 

もに、必要に応じて、民間事業者のノウハウや能力等の活用を図る。 

 

(追加)

第 18 節　交通の確保 

(略) 

３　道路啓開等 

（１）道路管理者は、その管理する道路について、道路啓開等（路面変状の補 

修や迂回路の整備、また、雪害においては除雪を含む。）を行い、道路機 

能の確保に努める。 

(略) 

５　輸送拠点の確保 

（１）(略) 

（２）町は、輸送拠点に災害応急対策に使用する物資、救援物資等を集積し、 

効率的な収集配送等の運営が行われるよう、職員を配置して管理に当たら 

せるとともに、速やかに、運送事業者等の民間事業者と連携して運営に必 

要な資機材等を確保し、民間事業者のノウハウや能力等の活用を図る。 

 
区分 名 称 所 在 地

 
町 吉岡町役場北駐車場（車庫） 吉岡町下野田560番地

 
町

吉岡町文化センター 
（ホール）

吉岡町下野田472番地

 
協定

道の駅よしおか温泉 
（リバートピア吉岡）

吉岡町漆原1989番地

 
協定

北群渋川農業協同組合 
野菜センター及びライスセンター

吉岡町大久保2296番地2

 
協定

JAファーマーズ野田宿及び 
焼肉あぐり野田宿庵

吉岡町上野田105番地3
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 頁 修正前 修正後

 　(追加) 資料 21　「道の駅」の防災総合利用に関する基本協定書 

資料 30　災害時における施設利用の協力に関する協定（北群渋川農業協同組 

合） 

資料 32　災害時等における施設利用の協力に関する協定書（株式会社エーコー 

プ関東） 

資料 50　災害時における物資輸送等に関する協定（福山通運株式会社）

 111 

 

 

 

 

 

 

112

第 20 節　指定緊急避難場所の開放及び指定避難所の開設 

 

(略) 

７　良好な生活環境の確保 

（１）(略) 

ア　(略) 

（追加） 

 

イ　保健・衛生面等に注意を払い、必要に応じ指定避難所に救護所を設置 

し、又は救護班を派遣する。（追加）

第 20 節　指定緊急避難場所の開放及び指定避難所の開設 

 

(略) 

７　良好な生活環境の確保 

（１）(略) 

ア　(略) 

イ　指定避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベ 

ッドを設置するよう努める。 

ウ　保健・衛生面等に注意を払い、必要に応じ指定避難所に救護所を設置 

し、又は救護班を派遣する。また、高齢者等の要配慮者に対して福祉的 

な支援の実施に努める。

 
町担当課

健康福祉課（福祉室・介護高齢室・健康づくり室・子育て支援
室）、教育委員会事務局（教育総務室・学校教育室・生涯学習
室）、建設課（都市建設室）、企画財政課（財政室）、総務課
（協働安全室）（追加）

 (略) (略)

 
町担当課

健康福祉課（福祉室・介護高齢室・健康づくり室・子育て支援
室）、教育委員会事務局（教育総務室・学校教育室・生涯学習
室）、建設課（都市建設室）、企画財政課（企画室）、総務課
（協働安全室）、住民課（保険室）、税務会計課（税務室）

 (略) (略)
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 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113

ウ　(略) 

エ　(略)　 

オ　指定避難所における食料の確保や配食等の状況把握を行うとともに、 

水、食料その他生活必需品の配給については、平等かつ効率的な配給に 

努める。 

（追加） 

カ　(略) 

キ　必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保に 

努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられ 

るよう、連携に努める。 

　(略) 

９　新型コロナウイルス感染症を含む感染症への対応 

（１）町は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策 

のため、避難所の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確 

保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。 

（２）町及び県は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の 

発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局連携し 

て、感染症対策として必要な措置を講じるよう努める。また、自宅療養者 

等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担 

当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有する。 
10　男女のニーズの違い等への配慮 

　　(略) 

　　ア　指定避難所運営担当職員や保健師に女性を配置する。 

　　(略) 

　　キ　女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する。 

　　(略)

エ　(略) 

オ　(略)　 

カ　指定避難所における食料の確保や配食等の状況把握を行うとともに、 

水、食料その他生活必需品の配給の平等かつ効率的な配給や栄養バラン 

スのとれた適温の食事の提供に努める。 

キ　入浴、洗濯、トイレ等の生活に必要となる水の確保に努める。 

ク　(略) 

ケ　必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物の 

ためのスペースの確保に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等か 

ら必要な支援が受けられるよう、連携に努める。 

　(略) 

９　感染症への対応 

（１）町は、指定避難所における感染症対策のため、避難所の健康管理や避難 

所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の 

必要な措置を講じるよう努める。 

（２）町及び県は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、防 

災担当部局と保健福祉担当部局連携して、感染症対策として必要な措置を 

講じるよう努める。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を 

考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要 

な情報を共有する。 

10　男女のニーズの違い等への配慮 

　　(略) 

　　ア　指定避難所運営担当職員に女性を配置する。 

　　(略) 

　　キ　女性用と男性用、男女兼用のトイレを離れた場所に設置する。 

　　(略)
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 頁 修正前 修正後

  

 

 

 

114

（追加） 

 

 

 

11　在宅避難者等への配慮 

町及び県は、在宅避難者等がその生活に困難を来している場合は、避難者 

用の応急物資を在宅避難者等へも配給するなど配慮する。 

特に、在宅避難者等の要配慮者についての状況把握に配慮し、必要な情報 

提供に努めるとともに、福祉避難所への移動等必要な支援を実施する。 

(追加) 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

12　(略) 

11　家庭動物への配慮 

　　町は、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者につい 

て、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含 

む避難状況等の把握に努める。 

12　在宅避難者等への配慮 

町及び県は、在宅避難者等がその生活に困難を来している場合は、避難者 

用の応急物資を在宅避難者等へも配給するなど配慮する。 

特に、在宅避難者等の要配慮者についての状況把握に配慮し、必要な情報 

提供に努めるとともに、福祉避難所への移動等必要な支援を実施する。 

また、町は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食 

料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うもの 

とし、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供す 

る。 

13　車中泊避難者への配慮 

　　町は、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難 

を行うためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要 

に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊 

避難を行うためのスペースの避難者に対しても提供する。この際、車中泊避 

難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努める。 

14　(略) 



28

 頁 修正前 修正後

 115 第 21 節　応急仮設住宅等の提供 

１　応急仮設住宅の提供 

(略) 

（３）町は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保するこ 

とを基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理 

の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供 

により、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。また、地域に十分な 

既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置 

し、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

　 

(略)

第 21 節　応急仮設住宅等の提供 

１　応急仮設住宅の提供 

(略) 

（３）町は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保するこ 

とを基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援にやブルーシー 

トの展張等を含む応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供 

及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保 

する。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設 

型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保す 

る。 

　(略)

 118 第 23 節　県境を越えた広域避難者の受入れ 

 

　(略)

第 23 節　県境を越えた広域避難者の受入れ 

 

　(略)

 
町担当課

総務課（協働安全室）、住民課（保健室・住民環境室）、健康

福祉課（福祉室・介護高齢室）、（追加）教育委員会事務局

（教育総務室）

 (略) (略)

 
町担当課

総務課（協働安全室）、健康福祉課（福祉室・介護高齢室）、

建設課（都市建設室）、教育委員会事務局（学校教育室）

 (略) (略)
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 頁 修正前 修正後

  
120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124

第 24 節　食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給 

(略) 
１　飲料水の供給 

（１）需要量の把握 

　　　町は、水道施設の被災状況、断水状況、避難所、病院等の情報を収集 

し、給水需要を把握する。なお、需要量の把握に当たっては、被災者のニ 

ーズが時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た把握に努め 

る。 

また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には 

冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮す 

るとともに、要配慮者等のニーズ、男女、ＬＧＢＴＱ等性的マイノリティ 

のニーズ、宗教的ニーズに配慮する。 

(略) 

資料 44　(略) 

資料 45　(略) 

（追加）

第 24 節　食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給 

(略) 

１　飲料水の供給 

（１）需要量の把握 

　　　町は、水道施設の被災状況、断水状況、避難所、病院等の情報を収集 

し、給水需要を把握する。なお、需要量の把握に当たっては、被災者のニ 

ーズが時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た把握に努め 

る。 

また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物の飼養に 

関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含 

めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズ、男女、 

ＬＧＢＴＱ等性的マイノリティのニーズ、宗教的ニーズに配慮する。 
(略) 

資料 49　(略) 

資料 50　(略) 

資料 56　災害時等における物資供給及び災害支援活動協力に関する協定（株式

会社ジョイフル本田）

 125 第 25 節　保健衛生活動 

 

(略) 

３　し尿の適正処理 

　(略)

第 25 節　保健衛生活動 

 

(略) 

３　し尿の適正処理 

　(略)

 
町担当課

健康福祉課（福祉室・介護高齢室・健康づくり室・子育て支援
室）、上下水道課（下水道室）、住民課（住民環境室）、産業
観光課（農業振興室）（追加）

 (略) (略)

 
町担当課

健康福祉課（福祉室・介護高齢室・健康づくり室・子育て支援
室）、上下水道課（下水道室）、住民課（住民環境室）、産業
観光課（農業振興室）、総務課（協働安全室）

 (略) (略)
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 頁 修正前 修正後

 125 
 
 
 
 
 
 
 
 

126

（２）町は、下水道、し尿処理施設等の被害状況を把握し、必要に応じ、水洗 

トイレの使用を制限するとともに、建設用資機材のレンタル業者等から仮 

設トイレやマンホールトイレを調達し、指定避難所又は住宅密集地等に設 

置する。（追加） 

 

(略) 

５　災害時における動物の管理等 

　　町及び県は、関係団体等と連携を図り、被災した飼養動物の保護収容、指 

定避難所及び応急仮設住宅等における家庭動物の適正な飼養、危険動物の逸 

走対策、動物伝染病予防等衛生管理を含めた災害時における動物管理等につ 

いて必要な措置を講ずる。

（２）町は、下水道、し尿処理施設等の被害状況を把握し、必要に応じ、水洗 

トイレの使用を制限するとともに、建設用資機材のレンタル業者等から仮 

設トイレやマンホールトイレを調達し、指定避難所又は住宅密集地等に設 

置する。また、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等により快適 

なトイレの設置に配慮するよう努める。 

(略) 

５　災害時における動物の管理等 

　　町及び県は、関係団体等と連携を図り、被災した飼養動物の保護収容、指 

定避難所及び応急仮設住宅等における家庭動物の適正な飼養、危険動物の逸 

走対策、飼い主等からの飼養動物の一時預かり要望への対応、動物伝染病予 

防等衛生管理を含めた災害時における動物管理等について、獣医師会等と連 

携し必要な措置を講ずる。

  

 

134

第 31 節　ボランティアの受入れ 

(略) 

６　ボランティアによる災害ボランティアセンター等の運営 

　(略) 

　資料 48　(略)

第 31 節　ボランティアの受入れ 

(略) 

６　ボランティアによる災害ボランティアセンター等の運営 

　(略) 

　資料 52　(略)

 134 第 32 節　支援物資・義援金の受入れ 

 

(略) 

第 32 節　支援物資・義援金の受入れ 

 

(略) 

 

 
町担当課

健康福祉課（福祉室）、企画財政課（財政室）、税務会計課
（税務室）

 (略) (略)

 
町担当課

健康福祉課（福祉室）、企画財政課（財政室）、税務会計課
（審査出納係）

 (略) (略)
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 頁 修正前 修正後

 138 第 34 節　農林水産業の災害応急対策 

(略) 

２　家畜関係 

　(略) 

（４）飼料の確保 

　　　県は，必要に応じ、飼料の確保を図る。 

３　水産関係 

　　県は、必要に応じ、被災養殖業者に対し飼育又は防疫対策等の技術指導を 

行う。また、被災養殖業者から要請があったときは、関係団体の協力を得 

て、種苗のあっせん等を行う。 

４　林産関係 

県は、河川への木材の流出を防ぐため、必要に応じ、木材の所有者又は管 

理者に対し、安全な場所への移送、流出防止等の措置を講ずるよう指導す 

る。

第 34 節　農林水産業の災害応急対策 

(略) 

２　家畜関係 

(略) 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

（削除）

 149 第４章　災害復旧計画 

第１設　復旧・復興の基本方向の決定 

(略) 

４　国等に対する協力の要請 

　　町及び県は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、他の地方 

公共団体等に対し職員の派遣、その他の協力を求める。（追加） 

 

第４章　災害復旧計画 

第１設　復旧・復興の基本方向の決定 

(略) 

４　国等に対する協力の要請 

　　町及び県は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、他の地方 

公共団体等に対し職員の派遣、その他の協力を求める。特に他の地方公共団 

体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職 

員派遣制度の活用も含めて検討する。
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 頁 修正前 修正後

 150 第２節　原状復旧 

１　被災施設の復旧等 

(略) 

（４）町は、町長が管理を行う、一級河川又は二級河川以外の河川で町長が指 

定したもの（以下「準用河川」という。）における河川の改良工事若しく 

は修繕又は災害復旧事業に関する工事について、町の工事の実施体制等の 

地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事を国が 

町長に代わって行うことが適当と認められるときは、その事務の遂行に支 

障のない範囲内で、町長に代わって工事を行うことができる権限代行制度 

により、国に対し支援の要請を行う。 

（５）災害が発生した場合において、県が管理の一部を行う指定区間内の一級 

河川若しくは二級河川又は町長が管理を行う準用河川に係る維持（河川の 

埋塞に係るものに限る。）について、県又は市町村における河川の維持の 

実施体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機器力を要す 

る維持を県知事又は町長からの要請により、国は、その事務の遂行に支障 

のない範囲内で、県知事又は町長に代わって維持を行うことができる権限 

代行制度により、支援を行うことができる。

第２節　原状復旧 

１　被災施設の復旧等 

(略) 

（４）町は、町長が管理を行う、一級河川以外の河川で町長が指定したもの 

（以下「準用河川」という。）における河川の改良工事若しくは修繕又は 

災害復旧事業に関する工事について、町の工事の実施体制等の地域の実情 

を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事を国が町長に代わ 

って行うことが適当と認められるときは、その事務の遂行に支障のない範 

囲内で、町長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、国 

に対し支援の要請を行う。 

（５）町及び県は、災害が発生した場合において、県が管理の一部を行う指定 

区間内の一級河川又は町長が管理を行う準用河川に係る維持（河川の埋塞 

に係るものに限る。）について、県又は市町村における河川の維持の実施 

体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機器力を要する維 

持を県知事又は町長からの要請により、国は、その事務の遂行に支障のな 

い範囲内で、県知事又は町長に代わって維持を行うことができる権限代行 

制度により、支援を行うことができる。

 150 （６）(略) 

（追加） 

 

 

（７）(略)

（６）(略) 

（７）道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生 

活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・ 

強化を図る。 

（８）(略)
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 頁 修正前 修正後

  
 
 

154

第４節　被災者等の生活再建の支援 

(略) 

５　住宅再建・取得の支援 

　(略) 

（３）母子・寡婦福祉資金（住宅資金）

第４節　被災者等の生活再建の支援 

(略) 

５　住宅再建・取得の支援 

　(略) 

（３）母子・父子・寡婦福祉資金（住宅資金）

  
 
 
 
 
 
 
 

159

第７節　激甚災害法の適用 

(略) 

２　特別財政援助の受入れ 

　(略) 

（４）その他の特別の財政援助及び助成 

　(略) 

　　エ　母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例(激甚災害法第 20 条) 

　　　　特定地方公共団体である県が被災者に対する母子福祉金の貸付金の財 

源として国が県に貸し付ける金額を引き上げる。 

  

 

 (略)

第７節　激甚災害法の適用 

(略) 

２　特別財政援助の受入れ 

　(略) 

（４）その他の特別の財政援助及び助成 

　(略) 

　　エ　母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例(激甚災害法第 

20 条) 

　　　　特定地方公共団体である県が被災者に対する母子福祉資金、父子福祉 

資金及び寡婦福祉資金の貸付金の財源として国が県に貸し付ける金額を 

引き上げる。 

  (略)
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吉岡町地域防災計画(震災対策編)新旧対照表 ※頁は修正後の該当頁を記載 

 頁 修正前 修正後

  

 

 

 

 

164

第２章　災害予防計画 

第１節　地震による水害・土砂災害予防 

(略) 

２　土砂災害防止事業の推進 

(略) 

（２）町及び県は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確 

認された盛土について宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づ 

き、速やかに撤去命令等の是正指導を行うよう努める。

第２章　災害予防計画 

第１節　地震による水害・土砂災害予防 

 

２　土砂災害防止事業の推進 

(略) 

（２）町及び県は、盛土による災害防止に向けた総点検や宅地造成及び特定盛 

土等規制法の規定に基づく既存盛土等調査を踏まえ、危険が確認された盛 

土等について宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速や 

かに監督処分や改善命令など、盛土等に伴う災害を防止するために必要な 

措置を行うよう努める。

 171 第 13 節　避難の受入体制の整備 

 

(略) 

２　指定避難所 

（１）指定避難所の指定 

町は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイル 

ス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公園、公民館、学校等の公共的施 

設等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るた 

めに必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所 

の場所、収容人数等について、避難所運営マニュアルの作成、訓練等を通 

じて、住民への周知徹底を図る。また、災害時に指定避難所の開設状況や 

混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等 

の多様な手段の整備に努める。

第 13 節　避難の受入体制の整備 

 

(略) 

２　指定避難所 

（１）指定避難所の指定 

町は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症対策等を踏 

まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た 

上で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をあらかじめ 

指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方 

法等について、避難所運営マニュアルの作成、訓練等を通じて、住民への 

周知徹底を図る。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的 

に指定避難所を運営できるように配慮するよう努める。また、災害時に指 

定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページ

 
町担当課

総務課（協働安全室）、健康福祉課（福祉室・介護高齢室・健
康づくり室・子育て支援室)、建設課（都市建設室）、企画財政
課（財政室）、教育委員会事務局（教育総務室・学校教育室・生
涯学習室）（追加）

 (略) (略)

 
町担当課

総務課（協働安全室）、健康福祉課（福祉室・介護高齢室・健
康づくり室・子育て支援室)、建設課（都市建設室）、企画財政
課（企画室）、教育委員会事務局（教育総務室・学校教育室・生
涯学習室）、住民課（保険室）、税務会計課（税務室）

 (略) (略)
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 頁 修正前 修正後

  

(略)

やアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

(略)

 174 第 19 節　防災思想の普及 

(略) 

１　防災知識の普及 

　(略) 

（１）家庭内の危険防止 

　(略) 

　　オ　(略) 

　　（追加） 

 

(略)

第 19 節　防災思想の普及 

(略) 

１　防災知識の普及 

　(略) 

（１）家庭内の危険防止 

　(略) 

　　オ　(略) 

　　カ　火災の防止 

　　　　消火器、ガスのマイコンメーター、感震ブレーカーを設置する。 

(略)
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吉岡町地域防災計画(資料・様式編)新旧対照表 ※頁は修正後の該当頁を記載 

 頁 修正前 修正後

  

 

 

207 

 

第１章　資料編 第１章　資料編 

 資料番号 名　　　　　　　　　　　　称

 (略) (略)

 
資料 38 (略)

 
(追加) (追加)

 
(追加) (追加)

 
(追加) (追加)

 
(追加) (追加)

 
資料39 (略)

 
資料40 (略)

 
資料41

災害時における相互協力に関する基本協定（東日本電信電話

株式会社群馬支店）

 
資料42 (略)

 
資料43 (略)

 
資料44 (略)

 
資料45 (略)

 資料番号 名　　　　　　　　　　　　称

 (略) (略)

 
資料 38 (略)

 
資料39

災害時における応急対策業務に関する協定（町内建設・土木

・造園事業者） 
(協定書は別紙１のとおり)

 
資料40

災害時における水道施設の応急復旧に関する協定（町内水道

事業者） 
(協定書は別紙２のとおり)

 
資料41

災害時におけるし尿の収集運搬に関する協定（有限会社北群

馬衛生社） 
(協定書は別紙３のとおり)

 
資料42

災害時における家庭系一般廃棄物の収集運搬に関する協定
（吉岡町一般廃棄物事業協同組合） 
(協定書は別紙４のとおり)

 
資料43 (略)

 
資料44 (略)

 
資料45

災害時における相互協力に関する基本協定（ＮＴＴ東日本株

式会社群馬支店）

 
資料 46 (略)

 
資料47 (略)

 
資料48 (略)

 
資料 49 (略)
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 頁 修正前 修正後

  
207 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
208

 
資料46 (略)

 
資料 47 (略)

 
資料 48 (略)

 
資料 49 (略)

 
（追加） （追加）

 
（追加） （追加）

 
（追加） （追加）

 
資料50 防災行政無線（固定系）受信放送所設置状況

 
資料 51 防災行政無線（移動系）子局設置状況

 
資料 52 (略)

 
資料 53 (略)

 
資料50 (略)

 
資料 51 (略)

 
資料 52 (略)

 
資料 53 (略)

 
資料 54

災害時における復旧支援協力に関する協定（群馬県・公益社

団法人日本下水道管路管理業協会） 
（協定書は別紙５のとおり）

 
資料 55

災害時における福祉避難所の指定及び設置・運営に関する協

定（社会福祉法人薫英会） 
（協定書は別紙６のとおり）

 
資料 56

災害時等における物資供給及び災害支援活動協力に関する協

定（株式会社ジョイフル本田） 
（協定書は別紙７のとおり）

 
資料57 防災行政無線施設（固定系）設置状況

 
資料 58 防災行政無線施設（移動系）設置状況

 
資料 59 (略)

 
資料 60 (略)
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 頁 修正前 修正後

 209 資料１　吉岡町防災会議条例 

(略) 

(所掌事務) 

第２条　(略) 

(1)　吉岡町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 

(略) 

　　　附　則（平成２５年条例第１８号） 

　この条例は、公布の日から施行する。 

　　　(追加) 

資料１　吉岡町防災会議条例 

(略) 

(所掌事務) 

第２条　(略) 

(1)　吉岡町地域防災計画及び吉岡町水防計画を作成し、並びにその実施を推 

　進すること。 

(略) 

　　　附　則（平成２５年条例第１８号） 

　この条例は、公布の日から施行する。 

　　　附　則（令和７年条例第１８号） 

　 (施行期日) 

１　この条例は、公布の日から施行する。 

　 (吉岡町水防協議会条例の廃止) 

２　吉岡町水防協議会条例（昭和５６年吉岡村条例第１６号）は、廃止する。 

　 (吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正) 

３　吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭 

和３１年吉岡村条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

　別表水防協議会顧問の項、水防協議会参与の項及び水防協議会委員の項を

削る。

 211 吉岡町防災会議委員名簿 吉岡町防災会議委員名簿 
 

NO
委員 
区分

役　　職　　名 所　　在　　地

 
(略) (略) (略) (略)

 
７ 委員

関東農政局群馬県拠点 
統括農政推進官

(略)

 
(略) (略) (略) (略)

 
NO

委員 
区分

役　　職　　名 所　　在　　地

 
(略) (略) (略) (略)

 
７ 委員

関東農政局群馬県拠点 
統括農政業務管理官

(略)

 
(略) (略) (略) (略)
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 頁 修正前 修正後

 211 吉岡町防災会議委員名簿 吉岡町防災会議委員名簿 

 214 資料５　山地災害危険地区一覧 資料５　山地災害危険地区一覧 

 (略) (略)

 288 (追加) 資料 39　災害時における応急対策業務に関する協定(町内建設・土木・造園事

業者)

 
NO

委員 
区分

役　　職　　名 所　　在　　地

 
21 委員

東日本電信電話株式会社　 
群馬支店長

(略)

 
(略) (略) (略) (略)

 
29 (略) 吉岡町女性防火クラブ会長 (略)

 (追

加)

(追

加)
(追加) (略)

 
30 (略) (略) (略)

 
NO

委員 
区分

役　　職　　名 所　　在　　地

 
21 委員

ＮＴＴ東日本株式会社 
群馬支店長

(略)

 
(略) (略) (略) (略)

 
29 (略)

吉岡町男女共同参画推進協議会

委員
(略)

 
30 委員

吉岡町民生委員児童委員協議会

委員
(略)

 
31 委員 (略) (略)

 番号 地区区分 大字 字

 １ 山腹崩壊危険地区 漆原 川原田

 (追

加)
(追加) (追加) (追加)

 ２ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ３ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ４ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 (追

加)
(追加) (追加) (追加)

 ５ 崩壊土砂流出危険地区 小倉 上蟹沢

 ６ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 粟籠

 ７ 崩壊土砂流出危険地区 漆原 瀬来

 (追

加)
(追加) (追加) (追加)

 番号 地区区分 大字 字

 １ 山腹崩壊危険地区 漆原 川原田

 
２ 山腹崩壊危険地区 上野田 上野原

 ３ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ４ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ５ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 
６ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原

 ７ 崩壊土砂流出危険地区 小倉 上蟹沢

 ８ 崩壊土砂流出危険地区 上野田 粟籠

 ９ 崩壊土砂流出危険地区 漆原 瀬来

 
10 崩壊土砂流出危険地区 上野田 上野原
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 頁 修正前 修正後

 290 (追加) 資料 40　災害時における水道施設の応急復旧に関する協定(町内水道事業者)

 292 (追加) 資料 41　災害時におけるし尿の収集運搬に関する協定(有限会社北群馬衛生社)

 294 (追加) 資料 42　災害時における家庭系一般廃棄物の収集運搬に関する協定(吉岡町一

般廃棄物事業協同組合)

 296 資料 39　(略) 資料 43　(略)

 298 資料 40　(略) 資料 44　(略)

 300 資料 41　災害時における相互協力に関する基本協定（東日本電信電話株式会社 

群馬支店）

資料 45　災害時における相互協力に関する基本協定（ＮＴＴ東日本株式会社群 

馬支店）

 302 資料 42　(略) 資料 46　(略)

 304 資料 43　(略) 資料 47　(略)

 311 資料 44　(略) 資料 48　(略)

 313 資料 45　(略) 資料 49　(略)

 315 資料 46　(略) 資料 50　(略)

 317 資料 47　(略) 資料 51　(略)

 319 資料 48　(略) 資料 52　(略)

 322 資料 49　(略) 資料 53　(略)

 324 （追加） 資料 54　災害時における復旧支援協力に関する協定（群馬県・公益社団法人日

本下水道管路管理業協会）

 328 （追加） 資料 55　災害時における福祉避難所の指定及び設置・運営に関する協定（社会

福祉法人薫英会）
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 頁 修正前 修正後

 333 （追加） 資料 56　災害時等における物資供給及び災害支援活動協力に関する協定（株式

会社ジョイフル本田）

 336 資料 50　防災行政無線（固定系）受信放送所設置状況 資料 57　防災行政無線施設（固定系）設置状況

 337 資料 51　防災行政無線（移動系）子局設置状況 資料 58　防災行政無線施設（移動系）設置状況

 338 資料 52　(略) 資料 59　(略)

 341 資料 53　(略) 資料 60　(略)
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 頁 修正前 修正後

  

349

第２章　様式編 

様式１　災害概況即報 

第２章　様式編 

様式１　災害概況即報

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

月 日 時 分

（災害概況即報） 報告日時

都道府県

報告者氏名

報告日時

都道府県市町村
（消防本部）

災害名　　　　　　　　　　　　（第　　報） 報告者氏名

発生場所 発生日時

119番通報の件数

災害対 策本 部等 の（都道府県） （市町村）

設 置 状 況

自 衛 隊 派 遣
要 請 の 状 況

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策

消防庁受信者氏名

災
害
の
概
況

人的
被害

死　者 人
重傷者 人

住家
被害

全壊 棟 床上浸水 棟

うち
災害関連死

者
人 半壊 棟 床下浸水 棟

軽傷者 人
不明 人 一部破損 棟 未分類 棟

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等につい
て、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。）

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
　　　分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれて
　　　いない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
（注）　住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。

被
害
の
状
況

応
急
対
策
の
状
況

消 防 機 関 等 の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
活  動  状  況
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 頁 修正前 修正後

  
350

 

（追加） 
都道府県名

（避難指示等の発令状況）

発令日時 発令日時 発令日時

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時

※　対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。

（　　　　　　　　　　　）

緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
市町村名
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 頁 修正前 修正後

  
 
 

353

様式２　被害状況即報 

(略) 

（追加）

様式２　被害状況即報 

(略) 
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 頁 修正前 修正後

 356 様式４　火災報告 

第　　　　報報

年 月 日 時 分

月 日 時 分 （ 月 日 時 分 ）

（ 月 日 時 分 ） 月 日 時 分

死者（性別・年齢） 人

負傷者　重症 人

中等症 人

軽症 人

構造 建築面積 ㎡

階層 延べ面積 ㎡

棟 建物焼損床面積 ㎡

棟 建物焼損表面積 ㎡

棟 　林野焼損面積 ha

棟

世帯

消防本部（署） 台 人

消 防 団 台 人

台・機 人

その他参考事項

（消防本部名）

都道府県

市町村

報告日時

消防庁受信者氏名

火 災 種 別 　１　建物　２　林野　３　車両　４　船舶　５　航空機　６　その他

出 火 場 所

報告者名
※　特定の事故を除く。

火元 の業 態・ 事 業 所 名

用 途 (代表者氏名)

出 火 日 時 ( 鎮 圧 日 時 )

（覚 知日 時） 鎮 火 日 時

出 火 箇 所 出 火 原 因

死 傷 者
死者の生じた

理 由

建 物 の 概 要

焼 損 程 度

全　焼

棟数 部分焼

ぼ　や

計 棟 焼 損 面 積
焼損 半　焼

り 災 世 帯 数 気 象 状 況

消防 活動 状況

災害 対策 本部
等の 設置 状況

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か
　　　る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
　　　（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

救 急 ・ 救 助

活 動 状 況

その他（消防防災ヘリコプター等）

様式４　火災報告 

第　　　　報報

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

月 日 時 分 （ 月 日 時 分 ）

（ 月 日 時 分 ） 月 日 時 分

死者（性別・年齢） 人

負傷者　重傷重症 人

中等症 人

軽症 人

構造 建築面積 ㎡

階層 延べ面積 ㎡

棟 建物焼損床面積 ㎡

棟 建物焼損表面積 ㎡

棟 　林野焼損面積 ha

棟

世帯

消防本部（署） 台 人

消 防 団 台 人

台・機 人

その他参考事項

報告日時

都道府県

報告者氏名

報告日時

都道府県市町村
（消防本部）

※　特定の事故を除く。 報告者氏名

火 災 種 別 　１　建物　２　林野　３　車両　４　船舶　５　航空機　６　その他

出 火 場 所

出 火 日 時 ( 鎮 圧 日 時 )

（覚知日時） 鎮 火 日 時

火元の業態・ 事 業 所 名

用 途 (代表者氏名)

出 火 箇 所 出 火 原 因

死者の生じた

理 由

全　焼

焼損 半　焼

棟数 部分焼

ぼ　や

り 災 世 帯 数 気 象 状 況

その他（消防防災ヘリコプター等）

救 急 ・ 救 助

活 動 状 況

災害対策本部
等の設置状況

消防庁受信者氏名

死 傷 者

建 物 の 概 要

焼 損 程 度 計 棟 焼 損 面 積

消防活動状況

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
     分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれてい
     ない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
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